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 ルートの概要  
複数案のルート設定にあたっては，空港が近接していることから，航空法による高さ制限など

航空機の安全な運航に配慮するとともに，事業効果及び環境，災害などの道路整備による影響等

を踏まえて総合的に比較検討し下記に示すルートを選定した。  

案
１
（

高
架
案
）

既存道路（空
港通り）空間
を活用しなが
ら，国道３号
空港口交差点
を高架橋で立
体交差し，国
内線旅客ター
ミナル方面へ
延伸するルー
ト

国道3号空港
口交差点に
ついて，高
架橋で立体
交差
※ただし，
高さ制限と
道路空間と
の離隔が殆
どない。

案
２
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ン
ネ
ル
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既存道路（空
港通り）空間
を活用しなが
ら，国道３号
空港口交差点
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立体交差し，
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面へ延伸する
ルート
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するルート
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港から離れ
ることで，
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限と道路空
間との離隔
を確保でき
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延長約２.５ｋｍ

複数案 ルートの概要
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用
案

延長約２ｋｍ
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 計画段階配慮事項の選定  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画段階配慮事項に係る調査，予測及び評価の結果  

・道路を計画する際に重視すべきであると住民等が考えている騒音，大気質については，案 1（高架案），

案 3（迂回案）よりも，案 2（トンネル案）の方が影響を与える可能性は小さいと評価する。 

・動物については全ての案で影響の可能性があると評価する。植物，生態系については全ての案で影響を

与える可能性は小さいと評価する。そこで，具体的なルートの位置や道路構造等を決定する段階におい

ては，出来る限り住居や動物の重要な生息地等に配慮して計画する。 

・各検討対象について，回避が困難又は，必ずしも十分に低減されないおそれのある場合には，今後の環

境影響評価の中で調査，予測及び評価を行い，必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

 

○
　自動車の走行に伴って発生する騒音が，住居系土地利
用に環境影響を及ぼすおそれがあるため選定。

○
　道路の存在に伴い，重要な動物への環境影響を及ぼす
おそれがあるため選定。

○
　道路の存在に伴い，重要な植物への環境影響を及ぼす
おそれがあるため選定。

○
　道路の存在に伴い，生態系の保全上重要であり，まと
まって存在する自然環境への影響を及ぼすおそれがある
ため選定。

土地又は工作物
の存在及び供用

選定理由
道路の
存在

自動車の
走行

生物の多様性の確保
及び自然環境の体系
的保全を旨として調
査，予測及び評価さ
れるべき構成要素

動物

植物

生態系

　　　　　　　　　　　　　　影響要因

　環境要素

環境の自然的構成要
素の良好な状態の保
持を旨として調査，
予測及び評価される
べき構成要素

大気環境

大気質

注）○：選定する項目。住居系土地利用：住居，学校，病院。まとまって存在する自然環境：風致地区，特別緑地保全地区。

○
　自動車の走行に伴って発生する排気ガス等が，住居系
土地利用に環境影響を及ぼすおそれがあるため選定。

騒音

計画段階
配慮事項

案1 案2 案3

大気質

　本ルートは住居系土地利用の地域を
高架橋で通過するが，既存道路空間を
活用することから，大気質の影響は概
ね回避するものと予測する。
　沿道の大気質に影響を与える可能性
は小さいと評価する。

　本ルートは住居系土地利用の地域を
通過するが，既存道路空間の活用及び
トンネル化により，大気質の影響は概
ね回避するものと予測する。
　沿道の大気質に影響を与える可能性
については，案1，案3よりも小さいと
評価する。

　本ルートは住居系土地利用の地域を
高架橋で通過するが，既存道路空間を
活用することから，大気質の影響は概
ね回避するものと予測する。
　沿道の大気質に影響を与える可能性
は小さいと評価する。

騒　音

　本ルートは住居系土地利用の地域を
高架橋で通過するものと予測する。
　沿道の騒音に影響を与える可能性が
あると評価する。

　本ルートは住居系土地利用の地域を
通過するが，一部トンネル化により，
騒音の影響は回避するものと予測す
る。
　沿道の騒音に影響を与える可能性に
ついては，案1，案3よりも小さいと評
価する。

　本ルートは住居系土地利用の地域を
高架橋で通過するものと予測する。
　沿道の騒音に影響を与える可能性が
あると評価する。

動　物

　本ルートは重要な動物の生息地であ
る吉塚新川を通過するものと予測す
る。
　動物の生息環境に影響を与える可能
性があると評価する。

　本ルートは重要な動物の生息地であ
る吉塚新川を通過するものと予測す
る。
　動物の生息環境に影響を与える可能
性があると評価する。

　本ルートは重要な動物の生息地であ
る吉塚新川を通過するものと予測す
る。
　動物の生息環境に影響を与える可能
性があると評価する。

植　物
　本ルートは重要な植物の生育地から
離れており，植物の生育環境に影響を
与える可能性は小さいと評価する。

　本ルートは重要な植物の生育地から
離れており，植物の生育環境に影響を
与える可能性は小さいと評価する。

　本ルートは重要な植物の生育地から
離れており，植物の生育環境に影響を
与える可能性は小さいと評価する。

生態系

　本ルートは生態系の保全上重要で
あって，まとまって存在する自然環境
から離れており，生態系に影響を与え
る可能性は小さいと評価する。

　本ルートは生態系の保全上重要で
あって，まとまって存在する自然環境
から離れており，生態系に影響を与え
る可能性は小さいと評価する。

　本ルートは生態系の保全上重要で
あって，まとまって存在する自然環境
から離れており，生態系に影響を与え
る可能性は小さいと評価する。

注）住居系土地利用：住居，学校，病院を示す。
　　重要な動物：オオヨシキリ，メダカを示す。
　　まとまって存在する自然環境：風致地区，特別緑地保全地区を示す。
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